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⚫ 指定申請書提出から操業開始日
以後１年後までに２人以上

（大仙市外の親会社、子会社又は関連
会社の関係にある社員の転勤も可
※大仙市内に住所を有する者に限る）

⚫ 当該人数に達した日から操業開始
日以後３年を経過するまで継続して
その人数以上であること。

⚫ 雇用した従業員に秋田県内
の地域最低賃金（現行時
給1,031円）の1.5倍超に
換算した給料を支払うこと

補助対象経費 補助対象経費の概要 補助率と上限額

（１）事業所設置・
整備費
上限額５０万円
※１事業計画につき
１回限り。

事業所の取得費（土地の取得費は除く。）、
事業所の新設又は増設に伴う工事費用
（建築工事等）

補助対象経費の
１０％

（２）事業所賃借料
上限額年３０万円
※操業開始日以降
１年間分。

操業開始日以後の事業所の賃借料（敷金、
権利金その他これらに類する諸経費を除く。）、
補助事業者の労働者が当該事業所を利用する
ために供する駐車場の賃借料

補助対象経費の
２０％。

（３）機械設備購入費
上限額５０万円
※１事業計画につき
１回限り

機械設備（機械、装置、器具等）及び備品の
購入費用、運搬費用並びに動産の取付費用の
うち償却資産台帳に記載するもの

補助対象経費の
２０％。

（４）機械設備賃借料
上限額年５０万円
※操業開始日以降
１年間分。

機械設備（機械、装置、器具等）及び備品の
賃借料又はリース費用

補助対象経費の
２０％。

ア）情報サービス業
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業
・インターネット付随サービス業
・映像・音声・文字情報制作業
（映像情報制作・配給業）

イ）技術サービス業で次の業種
・デザイン業 ・機械設計業

※ア）又はイ）を満たすこと

① 市外の企業で、本社
（子会社の本社 を含む。）を市内
に新たに設置するもの。

②市内に新たなサテライトオフィスを設ける市外の企業
で、情報通信関連業又は技術サービス業を営むもの。

※①又は②を満たし、次の３要件を全て満たすこと


